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 	1		1	 日本の成長と外国人材の受入れ

（1）訪日外国人数の急速な回復と査証（ビザ） 
制度

日本政府は、2016年3月に「明日の日本を支
える観光ビジョン」を策定し、2020年の訪日
外国人旅行者数4,000万人、2030年には6,000
万人という目標を設定した。その後、新型コロ
ナウイルス感染症（以下「新型コロナ」とい
う。）の流行下における訪日外国人旅行者数の
大幅な減少を経て、2023年3月に「観光立国
推進基本計画（第4次）」を、同年5月に「新時
代のインバウンド拡大アクションプラン」を策
定し、2025年までに訪日外国人旅行者数3,200
万人以上などの目標を新たに設定した。年間訪
日外客数は約3,700万人に達し、新型コロナ流
行前である2019年の3,188万人を約500万人
上回り、過去最高を更新した。
外務省はインバウンド観光促進及び各国との
人的交流促進の観点から短期滞在に係る査証の
緩和措置をこれまで実施してきている。4月1
日にパナマ向けに査証免除措置を導入したほ
か、6月10日にはフィリピン向け、6月24日
にはウクライナ向けに数次査証の緩和措置を導
入した。このほか、ルクセンブルクとの間では
ワーキング・ホリデー制度を新たに導入した。
2024年12月末時点で、日本は71の国・地域
について、一般旅券所持者に対する査証免除措
置を実施している。
査証緩和を検討するに当たっては、同時に、
犯罪や不法就労を目的とする者、又は人身取引
の被害者となり得る者などの入国を未然に防止
する観点から、査証発給の審査の厳格化も重要

な課題である。外務省としては、日本が世界に
誇る安心・安全な社会を維持しながら質量両面
での観光立国の推進に貢献していくことを目指
し、また、二国間関係や外交上の意義などを総
合的に考慮しつつ、査証政策を検討していく。

（2）外国人材の受入れ・共生をめぐる取組
近年の日本における深刻な労働力不足や、国

際的な人材獲得競争の激化も踏まえ、外務省と
しても、関係省庁と連携し、外国人材の受入れ
及びその環境整備に向けて取り組んでいる。
2019年4月に創設された特定技能制度におい
て、外務省は、法務省、厚生労働省及び警察庁
と共に制度関係機関として、送出国との情報連
携の枠組みなどを定める協力覚書の作成や同覚
書に基づく二国間協議に参画しているほか、主
要送出国の現地語による広報も行っている。
2024年には技能実習制度に代わる育成就労制
度の新設に係る法改正がなされた。外務省は制
度関係機関の一つとして、2027年の育成就労
制度施行に向けて関係省庁と連携して取り組ん
でいく。
また、「外国人材の受入れ・共生に関する関

係閣僚会議」で策定された「外国人との共生社
会の実現に向けたロードマップ」などに沿っ
て、外務省としても関連の取組を進めてきてい
る。その一環として、外務省は国際移住機関
（IOM）と共催で「外国人の受入れと社会統合
のための国際フォーラム」を開催し、具体的な
課題や取組について国民参加型の議論の活性化
に努めている。
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 	2		2	 国際社会で活躍する日本人

(1)	 https://www.mofa-irc.go.jp/

（1）国際機関で活躍する日本人
国際機関は、国際社会共通の利益のために設
立された組織である。世界中の人々が平和に暮
らし、繁栄を享受できる環境作りのために、
様々な国籍の職員が集まり、それぞれの能力や
特性をいかして活動している。ロシアによるウ
クライナ侵略やイスラエル・パレスチナ情勢、
それに伴う食糧・人道危機などを始め、環境、
気候変動、難民、感染症対策、持続可能な開
発、軍縮・不拡散、紛争予防・平和構築、エネ
ルギー、防災、労働、人権・人道、ジェンダー
の平等など、いかなる国も一国では解決するこ
とのできない地球規模の課題に対応するため、
多くの国際機関が活動している。
国際機関が業務を円滑に遂行し、国際社会か

ら期待される役割を十分に果たしていくために
は、専門知識を有し、世界全体の利益に貢献す
る能力と情熱を兼ね備えた優秀な人材が必要で
ある。日本は、これら国際機関の加盟国として
政策的貢献を行うほか、分担金や拠出金を拠出
しているが、日本人職員の活躍も重要な日本の
貢献である。また、より多くの優秀な日本人が国
際機関で活躍することによって、国際社会にお
ける日本のプレゼンスが顔の見える形で一層強
化されることが期待される。各日本人職員が担
当する分野や事項、また、赴任地も様々である
が、国際社会が直面する諸課題の解決という目
標は共通している。さらに、国際機関において
職務経験を積み、世界を舞台に活躍できる人材
が増加することは、日本の人的資源を豊かにす
ることにもつながり、日本の発展にも寄与する。
現在、国連（UN）を含む国際機関の要職で

日本人が貢献している。2022年1月に目
め
時
とき
政彦

氏がトップに就任した国連専門機関の万国郵便
連合（UPU）を始め、アジア開発銀行（ADB）

など多くの国際機関において、日本人が組織の
長として活躍している。さらに、日本は、長年
にわたり、国際司法裁判所（ICJ）、国際海洋法
裁判所（ITLOS）、国際刑事裁判所（ICC）と
いった国際裁判所に日本人判事を輩出している。
グローバルな課題に取り組む上での国際機関の
重要性を踏まえれば、日本と国際機関の連携強
化につながる国際機関の長を含む要職の獲得は
重要な課題である。一方、国際機関の長を含む
要職は、一朝一夕に獲得できるものではなく、
長期的視野に立ち、ふさわしい人材を育成し、
きめ細かい対応をしていく必要がある。
日本人職員の増加を目指し、日本政府は
2025年までに国連関係機関で勤務する日本人
職員数を1,000人とする目標を掲げており、そ
の達成に向けて、外務省は、関係府省庁、大学
や団体などと連携しつつ、世界を舞台に活躍・
貢献できる人材の発掘・育成・支援を積極的に
実施してきており、現在、958人（2023年末時
点、外務省調べ）の日本人が専門職以上の職員
として、世界各地の国連関係機関で活躍してい
る。日本人職員の増強に向け、外務省は、国際
機関の正規職員を志望する若手の日本人を2年
間、国際機関に職員として派遣し、派遣後の正
規採用を目指すジュニア・プロフェッショナル・
オフィサー（JPO）の派遣制度（312ページ　コ
ラム参照）や、将来の幹部候補となり得る日本
人に中堅レベルの職務経験を提供し昇進を支援
するための派遣制度を設けており、これらの取
組を通じ、日本人職員を増やしていくことに加
え、日本人職員の一層の採用・昇進に向けた国
際機関との協議や情報収集にも取り組んでいる。
国際機関勤務を志望する日本人に対しては、

国際機関人事センター(1)のホームページやメー
リングリスト、ソーシャルメディア（フェイス
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各国政府の費用負担を条件に、国連を始めとする国際機関が若手人材を受け入れる制度である
ジュニア・プロフェッショナル・オフィサー（JPO）派遣制度。外務省では、1974年から同制度
による派遣を開始し、2024年に派遣開始50周年を迎えました。これまでの累計派遣者数は2,000
人を超え、現在、国際機関で活躍する日本人職員の約半数がこのJPO出身であり、国境を越えた
課題解決のため、日本の「顔」として世界各地で活躍しています。ここでは、日本の「顔」として
現在国連で活躍しているJPO出身者の経験を紹介します。JPO派遣制度などを通じ、外務省はこ
れからも、一人でも多くの日本人が国際機関で活躍できるよう後押ししていきます。

■ JPO経験者の声
天職	：	国内ベンチャー開発職から国連の行政官へ

国連事務局管理戦略政策遵守局（DMSPC）Administrative	Offi		cer	谷本	明子

私は国内のベンチャー企業で人事ソフトウェアの研究開発職を務めた後、専門を変えて入学した
大学院のカリキュラムで独立行政法人国際協力機構（JICA）ミャンマー事務所を訪れた際、自分の
スキルや経験をいかせる分野が世界にあると初めて実感しました。これを転機として国連の機関を
訪問し、偶然出会った人事官の方に自己紹介をしたところ、「インターンででも来てほしい」と率直
なオファーを受けたことから国連での人事職を目指すようになりました。その後、JICA東ティモー
ル事務所における能力開発プロジェクトのインターンや国連教育科学文化機関（UNESCO）本部

（パリ）と国連大学（UNU）の人事部での経験を経て、JPOに応募したところ、国連事務局本部
（ニューヨーク）の管理戦略政策遵守局（DMSPC）に人事担当の行政官として派遣されました。

DMSPCは文字どおり、国連の管理戦略・政策の遵守を目的とした部署で、私は事務次長室の執行
部で人事分野全般の管理に携わっています。採用を含めて関わる仕事はどれも繊細で悩むことも多
く業務量にも圧倒されましたが、同僚と上司に恵まれ、職務への適性とやりがいを感じられるように
なりました。2024年9月からは正規職員として採用され、楽しくも奮闘する日々を送っています。

私は決して最初から国連で働くことを考えていたわけではない上に留学経験もなく、むしろ国連
から一番遠い所にいたと思います。そのため、職業文化の違いに戸惑うことが多く、また、国際的
な経験や感覚を働く中でもがきながら得てきたため、精神的に苦労しました。UNESCO人事部時
代の同僚に「キャリアはHappenする（起こる）ものだ。」と言われたことがありましたが、どの
ような仕事や環境が適しているのかは案外自分でも気付いていないことがありますし、必ずしも自
分がやりたい仕事に希望するタイミングで就
けるとは限らないものです。それでも、毎日
訪れる機会を大切にして自分を成長させてい
くことで、私は天職と言える仕事に巡り会え
たのではないかと振り返ります。国連はもち
ろんのこと、世界各地で一人一人がやりがい
と生きがいをもって働ける社会にするため、
今後も人事分野の発展のために邁

まい
進していき

たいと思います。

JPO 派遣開始 50 周年
コラム
－

C O L U M N

フェリーからの通勤風景
国連本部ビルはこの角度がきれいに見えます。

4-1-2_コラム_JPO派遣開始50周年　
1ページ
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■ JPOから国連の舞台の中心へ
現実と理想の狭

はざ
間
ま
で

国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）緊急対応・保安・供給局	局長　伊藤	礼
あや
樹
き

1993年、私はJPOとして、ミャンマーとバングラデシュの国境に位置する小さな町、マウング
ダウーのUNHCRフィールド事務所に派遣されました。ミャンマーの旧首都であるヤンゴンから飛
行機、船、そして四輪駆動車を乗り継いで2日かけてたどり着いたその町に、UNHCRの国際ス
タッフが配置されるのは初めてのことでした。当時は、バングラデシュに避難していたロヒンギャ
難民 1がミャンマーへの帰還を始める重要な時期だったため、私はオフロードバイクやボートを駆
使して村々を訪問し、帰還民の状況を確認しながら、現地当局と課題解決に向けた交渉を重ねる
日々を送りました。突然の現場派遣に不安もありましたが、素晴らしい上司や同僚に恵まれ、この
経験が自分のその後のキャリアの土台を築く2年間となりました。

それから30年、私は10か国で14回の転勤を経験しました。今日、世界には約1億2,300万人
の故郷を追われた人々が存在し、その中には難民や国内避難民が含まれています。さらに、約440
万人が国籍を持たない無国籍者として生活しています。UNHCRは彼らの保護と支援を使命とし、
約135か国に500以上の現地事務所を構えています。緒方貞子元国連難民高等弁務官が掲げた「現
場主義」を理念に、職員の90％以上がフィールド（現場での活動）に従事し、直接人々と向き合
いながら活動しています。国際スタッフは「ローテーション制度」により2年から5年ごとに異動
が義務付けられ、その中で約90名の日本人スタッフが活躍しており、70％以上が女性です。その
多くがJPO派遣制度を経てUNHCRの職員となっています。

難民や国内避難民の多くは、迫害や人権侵害、紛争といった理由で故郷を追われています。その
数は2011年以来、13年連続で増加しています。彼らが安全に帰還するためには、母国での根本
的な政治的解決が必要不可欠ですが、国際社会が混迷を深める中、その実現は容易ではありません。
UNHCRは難民の受入れ国を支援しつつ、母国の状況改善にも注力しています。シリアとレバノン
で代表を務めていた時は、物資や法的支援を通じてシリ
ア難民が安全に自主帰還できる環境作りに取り組む一方、
レバノンでは難民への偏見や反発が高まる中、受入れ国
の人々の懸念にも耳を傾け、バランスをとりながら、難
民の権利保護活動に努力しました。さらに、新型コロナ
ウイルス感染症の流行など、予測困難な課題が生じる現
代において、普遍的な「正しい答え」が必ずしも見つか
らない複雑な状況に対応する能力が求められています。
言い換えれば、UNHCRのスタッフには、現実と理想の
狭間で、実効性のある難民支援と保護を実現する能力が
求められていると感じています。

そのために、UNHCRのスタッフは、難民の声を真摯
に受け止め、課題の本質を見極め、多様なステークホル
ダー（関係者）の立場を理解し、現場で迅速に決断し行
動しなければなりません。これらは、私自身が今なお大
切にしている姿勢でもあります。

JPO制度を通じて国際舞台での第一歩を踏み出した日
本人が更に増え、世界の平和と人道に貢献していくこと
を心から願っています。

1 ミャンマー・ラカイン州からの避難民

ソマリアの首都・モガディシュの国内避難民キャンプで
働く筆者（右端）（2012年）

タイ国境のミャンマー・カヤ州の山奥の村で帰還民か
ら話を聞く筆者（右端）（2013年 ©UNHCR/Jane 
Gabriel Holloway）

4-1-2_コラム_JPO派遣開始50周年
2ページ



ブック、X（旧ツイッター）、リンクトイン、
インスタグラム）、動画配信などを通じて国際
機関の空席情報などの有用な情報を随時提供し
ているほか、応募に関する支援にも力を入れて
いる。国際機関で働く魅力や就職方法を説明す
るセミナーのほか、国際機関の幹部職員や人事
担当者を招いた説明会をオンラインや実地会場
で実施(2)するなど、広報に努めている。
外務省は、地球規模課題の解決に貢献できる
高い志と熱意を持った優秀な日本人が一人でも
多く国際機関で活躍できるよう、日本人職員の
増加及び昇進支援に今後もより積極的に取り組
んでいく。

（2）非政府組織（NGO）の活躍
ア	開発協力分野
日本のNGOは、日本の顔が見える開発協力
の担い手として、開発現場のニーズをきめ細か
く把握し、状況に応じて迅速かつ柔軟に支援を
行う政府開発援助（ODA）を実施する上での
戦略的パートナーである。
外務省は、日本のNGOが開発途上国・地域

で実施する経済・社会開発事業に対する無償の
資金協力（「日本NGO連携無償資金協力」）に

(2)	 上記脚注1のサイトの「お知らせ」に掲載

よりNGOを通じたODAを積極的に行ってお
り、事業分野は保健・医療・衛生（母子保健、
結核対策、水・衛生など）、農村開発（農業の
環境整備・生計向上など）、障害者支援（職業
訓練・就労支援など）、教育（基礎教育、イン
クルーシブ教育、学校建設など）、防災、地雷・
不発弾処理など多岐にわたる。2023年度は、
アジア、アフリカ、中東、中南米など39か国・
1地域で日本NGO連携無償資金協力事業を実
施する日本のNGO（62団体）に対し、109件
の資金供与を行った。さらに、NGOの事業実
施能力や専門性の向上、NGOの事業促進に資
する活動支援を目的とする補助金（「NGO事
業補助金」）を交付している。
また、2002年に、政府、NGO、経済界と

の協力や連携により、大規模自然災害や紛争発
生時に、より効果的かつ迅速に緊急人道支援活
動を行うことを目的に設立されたジャパン・プ
ラットフォーム（JPF）には、2024年12月時
点で47のNGOが加盟している。JPFは、
2024年には、東南アジア水害被災者支援、バ
ングラデシュ東部水害被災者支援などのプログ
ラムを立ち上げたほか、ウクライナ及び周辺
国、ミャンマー、バングラデシュ、南スーダン

 ■ 国連機関の国別職員数（国連調べ、専門職以上）
(2022年12月31日時点）

（注1）本表は、任期1年以上の国際専門職以上の職員数
（注2）％は職員総数（45,760）に占める割合を示す。
（注3）外務省調べとは算出方法が異なる。 （出典）国連資料（CEB/2023/HLCM/HR/4）
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及び周辺国、エチオピア、イエメン、パキスタ
ン、モザンビーク、アフガニスタン、イラク、
シリア及び周辺国における難民・国内避難民支
援を実施した。
外務省は、NGOがその活動基盤を強化して
更に活躍できるように、能力強化、専門性向
上、人材育成などを目的に、様々な施策を通じ
てNGOの活動を支援している。2024年、外
務省は、NGO活動環境整備事業として「NGO
相談員制度」（316ページ　特集参照）、「NGO
スタディ・プログラム」、「NGOインターン・
プログラム」及び「NGO研究会」の4事業を
実施した。
NGOとの対話・連携の促進を目的とした

「NGO・外務省定期協議会」について、2023
年度は、「全体会議」が2023年8月に、各委
員会の「連携推進委員会」が同年7月、12月
及び2024年3月に、「ODA政策協議会」が
2023年7月、12月及び2024年3月に開催さ
れ、活発な意見交換が行われた。

イ	そのほかの主要外交分野での連携
人権に関する諸条約に基づいて提出する政府
報告や「ビジネスと人権」に関する行動計画、
国連安保理決議第1325号及び関連決議に基づ
く女性・平和・安全保障に関する行動計画など
についても、日本政府はNGO関係者や有識者
を含む市民社会との対話を行っている。
また、通常兵器の分野では、地雷・不発弾被
害国での地雷や不発弾の除去、危険回避教育プ
ロジェクトなどの実施に際して、NGOと協力
している。
さらに、核軍縮の分野でも、様々なNGOや
有識者と対話を行っており、「非核特使」及び
「ユース非核特使」の委嘱事業などを通じて、
被爆者などが世界各地で被爆の実相を伝えるた
めのNGOなどの活動を後押ししている。
2024年12月までに、108件延べ320人が非
核特使として、また、55件延べ787人がユー
ス非核特使として世界各地に派遣されるなどし
ている。

国際組織犯罪対策では、特に人身取引の分野
において、官民一体となった対策を推進するた
め、政府は、近年の人身取引被害の傾向や、そ
れらに適切に対処するための措置などについ
て、NGOとの意見交換を行っている。

（3）JICA海外協力隊・専門家など
JICA海外協力隊（JICAボランティア事業）

は、技術・知識・経験などを有する20歳から
69歳までの国民が、開発途上国の地域住民と
共に生活し、働き、相互理解を図りながら、そ
の地域の経済及び社会の発展に協力・寄与する
ことを目的とするJICAの事業である。本事業
が発足した1965年以降、累計で99か国に5万
6,402人の隊員を派遣し（2024年3月末時点）、
計画・行政、商業・観光、公共・公益事業、人
的資源、農林水産、保健・医療、鉱工業、社会
福祉、エネルギーの9分野、約180職種にわた
る協力を展開している。帰国した協力隊経験者
の知見を教育現場や地域社会、民間企業で活用
するなど、国内社会への還元の取組も進めてお
り、日本の国民参加による協力隊の活動は、受
入れ国を始め、国内外から高い評価を得ている
（317ページ　コラム参照）。JICA専門家の活
動は、専門的な知識、知見、技術や経験を有し
た人材を開発途上国の政府機関や協力の現場な
どに派遣し、相手国政府の行政官や技術者に対
して高度な政策提言や必要な技術及び知識を伝
え、協働して現地に適合する技術や制度の開
発、啓発や普及を行う事業である。JICA専門
家は、保健・医療や水・衛生といったベーシッ
ク・ヒューマン・ニーズ（人間としての基本的
な生活を営む上で最低限必要なもの）を満たす
ための分野や、法制度整備や都市計画の策定な
どの社会経済の発展に寄与する分野など、幅広
い分野で活動しており、開発途上国の経済及び
社会の発展と日本との信頼関係の醸成に寄与し
ている。2023年度に新規で派遣された専門家
は7,702人、活動対象国・地域は99か国・地
域に上る。
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日本の国際協力NGOは、開発途上国・地域において、市民社会の有する専門性や経験をいかし
て、地域住民に寄り添ったきめ細かな支援を行うことで、大きな存在感を示しています。こうした
NGOの成長には、外務省が継続的に支援しているNGO相談員制度が大きな役割を果たしていま
す。同制度は、NGO活動環境整備事業の一つとして1999年に開始し、2024年に25周年を迎え
ました。

NGO相談員は、一般市民の国際協力に関する理解の促進、
地方のNGOの運営能力の底上げ及び基盤強化、NGO相談員
として外務省から受託した団体自身の更なる情報発信の強化を
図ることを目的としています。現在、全国9ブロック（北海道、
東北、関東、中部・北陸、近畿、中国、四国、九州、沖縄）、
合計10団体がNGO相談員として活躍しており、出張サービ
スなども行いながら、日本全国の都道府県を対象にしています。
主な活動内容としては、一般市民からの国際協力分野に関する
照会や相談対応（NGOの設立・組織運営、NGOや国際協力
関連組織への就職支援、国際協力活動に関する情報提供など）、
NGOの広報活動支援、出張サービスが挙げられます。出張
サービスでは、全国各地で行われる国際協力関係のイベントな
どにNGO相談員のブースを出展し、イベント参加者からの相
談に対応するほか、JICA、地方自治体、市民団体、学校などからの依頼に基づいて、国際協力に
関する講演・セミナー・ワークショップを行い、日本における国際協力の理解促進やNGOの成長
に貢献しています。

また、外務省のNGO協力推進室とNGO相談員との間で、年2回、NGO相談員連絡会議を開
催し、制度の運営方針や全体で取り組むべき課題などについて意見交換及び情報共有を行うことで、
NGO相談員制度の更なる強化に努めています。2024年度の第2回会議は国際協力イベント「高
知国際ふれあい市場」の開催に合わせて、高知市で実施されました。同会議では「地域の国際化・
国際協力の裾野をどう広げていくか」をテーマに、NPO砂浜美術館及び高知大学次世代地域創造
センターから講師を招き、地元との共生を目指しながら高知県の国際化を進める取組などに関する

講義を実施した後、活発な質疑応答やグループ討論を通し
てそれぞれの地域における課題や今後の展望について議論
しました。そのほか、各団体の相談件数や特徴のある取
組、出張サービスの実施状況、今後の課題などについて意
見交換を行いました。

今後もNGO相談員制度を通じて、日本の国際協力
NGOの成長、市民の国際協力やNGO活動に対する更な
る理解促進に努めていきます。

NGO 成長の縁の下の力持ち：
NGO 相談員制度 25 周年

特 集
－

S P E C I A L
F E A T U R E

出張サービス時にブースで相談対応して
いる様子（写真提供：特定非営利活動法
人　関西NGO協議会）

2024年度（令和6年度）第2回NGO相談員連絡会
議での記念撮影（高知県）

4-1-2_特集_NGO成長の縁の下の力持ち　
1ページ
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「モーニン」、「おはよう」と街を歩いているとこんな明るい挨拶が聞こえてきます。ここ、ソロ
モン諸島はオーストラリアの北東に位置する太平洋上の小さな島国です。ガダルカナル島を始め太
平洋戦争の激戦地となったことなど、日本との歴史的結び付きが深い国です。ソロモン諸島に来て
一番驚いたことは、街を歩いていると「おはよう」や「ありがとう」と日本語で話し掛けられるこ
とです。現地の人にその理由を聞くと「昔、自分の村にJICAボランティアがいて～」と当時の隊
員との思い出を語ってくれます。そして「ソロモン諸島を助けるために来てくれてありがとう。私
たちは日本人が大好きなんだ。」と感謝を伝えてくれます。何よりも日本人の勤勉さや礼儀正しさ、
親切心などの国民性を評価してくれます。これは、現在に至るまでのJICAボランティア事業やそ
の他プロジェクトなどで関わってきた日本人一人一人の行動の賜

たま
物である、と感じています。

私の活動先は、首都があるガダルカナル島ガダルカナル州立の全校児童約150人の小さな小学
校です。ソロモン諸島には義務教育がないということもあり、就学率が低く、また、教員・保護者
の教育への意識の格差など、様々な教育課題を抱えています。過去10年の間に外国からの支援を
受けたことで、教育カリキュラムや教科書の制作・配布が進みました。今後は、児童が楽しく学習
できるよう、授業への一層の工夫や同僚教員の指導力の向上が求められています。

私は子どもたちが「学校は楽しい場所」であると思える“学校作り”をテーマに掲げ活動してい
ます。そのためには、教員・児童・保護者の三者が密に協力することが必要不可欠と考え、それぞ
れにアプローチするための具体的な計画を立てました。

先生たちには、週に1回研修日を設けて、私がリーダー
役となり、授業力向上や教員としての仕事への向き合い方
をテーマにしたディスカッションを行うことで、授業力の
向上に取り組んでいます。子どもたちには、校外学習や学
期に1回の行事、学校菜園を取り入れ、教室の外で実体験
を通した学びの機会を提供しています。保護者には、学校
と子どもたちにより関心を寄せてほしいという思いから授
業参観・保護者面談を発案し、子どもたちの様子を共有す
ることで、互いに「協力して子どもたちを育てていこう」
という共通認識の醸成を図っています。

異国の地で人間関係・語学などに悩むことはありました
が、どんな時もそばにいてくれて家族のように大切に想

おも
っ

てくれるソロモン諸島の人々のお陰で、ここまで活動して
くることができました。新型コロナウイルス感染症により
派遣が延期となり、任国も変更し、当初の予定から4年越
しの派遣となりましたが、ここで活動することができて良
かったと心の底から思っています。2年間の任期も残り僅
かですが、最後まで自分ができることをやり切り、ソロモ
ン諸島の人々のために尽力したいと思います。

ソロモン諸島の教壇に立ってみて私が感じたこと
独立行政法人国際協力機構（JICA）海外協力隊員（職種：小学校教育）

派遣国：ソロモン諸島　上
こう
瀧
たき
	桃
もも
佳
か

コラム
－

C O L U M N

世界教師デー（World Teachersʼ Day）で撮影した
St. Mary tanagai schoolの同僚との集合写真

（中央でレイを首から下げているのが筆者）

3年生の授業で算数を教えている筆者

4-1-2_コラム_ソロモン諸島の教壇に立ってみて私が感じたこと　
1ページ
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これまでに多くの日本の若者が、日本と開発途上国の人々を結ぶ架け橋として独立行政法人国際
協力機構（JICA）海外協力隊員のボランティア活動に参加してきました。中でも、世界で最も多
くの隊員が派遣されてきたのが南部アフリカの国、マラウイです。マラウイには、1971年から隊
員の派遣が開始され、2021年には協力隊派遣50周年を迎えました。保健・医療、教育、農業開
発などの分野にわたり、累計1,900人以上の隊員が派遣されています。

マラウイでは、どんな地方でもかつて日本人の隊員と働いたことがあるとの声が聞かれるほか、
政府関係者からもかつて隊員の先生から授業を受けたことがあるとの声が聞かれます。こうした声
に共通する点は、JICA海外協力隊は、過酷な環境の中でも、マラウイの人々と同じ生活をし、同
じ目線に立って懸命に働いてくれた、という称賛です。

隊員が学校で教えている様子
（3月、マラウイ・ンサル　写真提供：JICA）

現地で問診に当たる隊員
（7月、マラウイ・サリマ　写真提供：JICA）

隊員が中心となり行った運動会での集合写真
（10月、マラウイ・モンキーベイ　写真提供：JICA）

マラウイを離れた後でも、隊員が紡いだ日本とマラウイの絆は続いています。2019年に横浜で
開催された第7回アフリカ開発会議（TICAD 7）の際に来日したカサイラ外務・国際協力相は、か
つて同相の故郷ンサンジェに派遣された恩師である理数科隊員2名と、36年ぶりの再会を果たし
ました。また、2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会では、群馬県太田市がマラ
ウイのホストタウンとなりましたが、そこにはある元隊員の活躍がありました。その後も、太田市
はマラウイから英語教員を受け入れたり、マラウイに支援物資を送るなど交流を続け、2024年8
月には、来日したテンボ外相と清水聖義太田市長とが会談し、友好都市締結に向けた検討が進めら
れています。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大によるJICA海外協力隊の国外退避など困難な時期もあり
ましたが、2024年11月時点で、マラウイ各地で47人の隊員が活躍しています。帰国する際には、
隊員一人一人にテンボ外相からの感謝状が、駐マラウイ日本国大使を通じて手渡されています。こ
の感謝状授与は、2008年に在マラウイ日本国大使館が開館した翌年の2009年から続く伝統と
なっています。マラウイのJICA海外協力隊経験者には、今もマラウイやアフリカのために活躍す
る人材が数多くいます。JICA海外協力隊一人一人の地道な活動は、日本人がマラウイを理解し、
マラウイ人が日本を理解するための触媒となってきました。こうしたJICA海外協力隊の活動は、
日本とマラウイとの友好関係の深化に大きな役割を果たし、日本の外交にとって貴重な財産となっ
ています。

50 年を超えてつながる
マラウイと JICA 海外協力隊の強い絆

きずな

在マラウイ日本国大使館

コラム
－

C O L U M N

4-1-2_コラム_50年を越えてつながるマラウイとJICA海外協力隊の強い絆　
1ページ



 	3		3	 地方自治体などとの連携

外務省は、内閣の最重要課題の一つである地
方創生にも積極的に取り組み、地方との連携に
よる総合的な外交力を強化するための施策を展
開している。
日本国内では、駐日外交団や商工会議所、企
業関係者などを外務省の施設である飯倉公館に
招き、レセプションの開催やブースでの展示を
通じて地方の多様な魅力を内外に広く発信する
「外務大臣及び知事共催レセプション」を実施
している。1月に新潟県、3月に徳島県との共
催でレセプションを実施し、駐日外交団を始め
とする参加者と両県との更なる交流の促進につ
ながる機会となった。新潟県との共催レセプ
ションでは、約170人の関係者が出席し、上
川外務大臣から、新潟県の多様な魅力を紹介し
つつ、「佐

さ ど
渡島の金山」の世界遺産登録に向け、

その文化遺産としての素晴らしい価値が評価さ
れることが重要であるとして、駐日外交団を始
めとする参加者に対し、新潟県の魅力を発信す
ることについて協力を求めた。同レセプション
では、県産品である水産物、米加工品、地酒や
佐渡島の金山、錦

にしき
鯉
ごい
、翡

ひ
翠
すい
、伝統工芸品、観

光などを紹介するブースを設けるとともに、ス
テージでは佐渡の古典芸能である「鬼

おん
太
で こ
鼓」の

パフォーマンスも行った。徳島県との共催レセ
プションでは、約230人の関係者が出席し、
上川外務大臣から、徳島県の持続可能な開発目
標（SDGs）達成に向けた取組について紹介す
るとともに、東京オリンピック・パラリンピッ
クのレガシーとしてのホストタウン交流につい
ても触れつつ、徳島県の魅力が更に世界に発信
されることを祈念すると述べた。同レセプショ
ンでは、県産品である食品、地酒、伝統工芸品
やSDGs達成に向けた取組、ホストタウン交流
などを紹介するブースを設けるとともに、ス
テージでは徳島県の「阿

あ わ
波おどり」のパフォー

マンスも行われた。
このほか、外務省は地方自治体などとの共催
で、各国の駐日外交団や商工会議所、関連企業

などの関係者に対して各地域の地元産品、観光
や産業、投資などの施策や魅力を発信する「地
域の魅力発信セミナー」を実施しており、
2024年度は2025年1月に開催した。
また、外務省は地方自治体との共催で、駐日

外交団に地方の多様な魅力を現地で直接体験し
てもらうことを目的に「駐日外交団による地方
視察ツアー」を実施している。1月30日及び
31日には、関西広域連合との共催で「ガスト
ロノミーと歴史・文化を巡る関西」をテーマに
奈良県及び大阪府堺市へのツアーを実施し、
2025年大阪・関西万博の開催を控える関西エ
リアの歴史、文化、食、産業、観光、特産品な
どを紹介した。6月6日及び7日には、「茶のく
に八

や め
女の伝統を巡る」をテーマに福岡県八女市

へのツアーを実施し、参加した駐日外交団は、
600年の歴史がある八女茶を始め、同市の伝統

新潟県知事との共催レセプション（背景は「佐渡島の金山」の紹介パネル）
（1月23日、東京・外務省飯倉公館）

徳島県知事との共催レセプション（3月13日、東京・外務省飯倉公館）
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工芸や文化などについて理解を深めた。10月
10日及び11日に実施した福島県へのツアーで
は、参加した駐日外交団は、東日本大震災の直
接的な被害を受けた浜通り地方を訪れ、東日本
大震災の発生当時の状況や復興が進む福島の現
状を視察したほか、安全で美

お い
味しい福島の食の

魅力について認識を深めた。10月30日及び
31日には、京都市へのツアーを実施し、参加
した駐日外交団は、スタートアップ企業を含む

同市に本社を置く企業との交流、京都迎賓館へ
の訪問などを通じて、同市の産業、歴史、文化
について理解を深めた。11月18日及び19日
には、市制20周年を迎える栃木県佐野市への
ツアーを実施し、同市が牽

けん
引するクリケットを

体験したほか、同市の伝統工芸品、産業、観光
などについて理解を深めた。
さらに、外務省では地方自治体に対し、地域

レベルの国際交流活動に密接に関係する最新の

奈良県・大阪府堺市の視察先を訪問する外交団（駐日外交団による地方視察ツアー）（1月30日奈良県、31日大阪府堺市）

八女中央大茶園を訪れた外交団（駐日外交団による地方視察ツアー）
（6月7日、福岡県八女市）

京都迎賓館を訪れた外交団（駐日外交団による地方視察ツアー） 
（10月31日、京都市）

福島県主催交流会（駐日外交団による地方視察ツアー） 
（10月10日、福島県）

佐野市国際クリケット場を訪れた外交団（駐日外交団による地方視察ツアー）
（11月18日、栃木県佐野市）
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外交政策などに関する説明の場を提供してお
り、その一環として、1月及び12月に「地方
連携フォーラム」をウェビナー形式で開催し
た。1月のフォーラムでは、第1部は、外務省
から「経済外交と官民連携」のテーマで、第2
部は日本外交協会から「自治体の中古消防車・
救急車等を通じた国際貢献・地方交流」のテー
マで、第3部は観光庁から「コロナ禍後のイン
バウンド観光の最新動向と地方における取組」
のテーマでそれぞれ講演を行い、第3部では自
治体参加者との間で質疑応答が行われた。12
月のフォーラムでは、第1部は、外務省から
「日・ASEAN関係」のテーマで、第2部は、
日本酒コーディネーターから「SAKEから観光
立国」のテーマでそれぞれ講演が行われた。ま
た、第2部の講演の後は、蔵元やソムリエとし
て日本酒に関わるパネリストを交えたパネル
ディスカッション及び自治体参加者との間での
質疑応答が行われた。
海外での事業については、東日本大震災後の

国際的な風評被害対策として、食品輸入規制の
撤廃・緩和の働きかけと併せ、地方創生の一環
として日本の地域の魅力発信、日本各地の産品
の輸出促進、観光促進などを支援する総合的な
広報事業として「地域の魅力海外発信支援事業」
を実施している。7月から2025年3月にかけ
て、中国及び香港においてオンライン形式での
情報発信を含む形で実施した。SNSを活用して
多くの人々に日本の観光・文化・食などの地域
の魅力を体感してもらうことを目標に、41の
日本の自治体がそれぞれの魅力を伝える動画を
作成し、在中国日本国大使館の微

ウェイボー
博（中国

SNS）アカウントなどで配信した。また、在中
国日本国大使館が主催するイベントにおいて、
日本の食品関連企業や自治体が食や観光のPR
を実施した。香港では、7月に実施された香港
ブックフェアにおいて東北地方などのPRを
行った。こうした取組では、キー・オピニオ

(3)	 外務省ホームページ「グローカル外交ネット」 
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/local/index.html

ン・リーダー（KOL）やインフルエンサーも活
用することで、より多くの人々に日本の地域の
魅力が伝わっている。
また、在外公館施設を活用して地方自治体が

その魅力を発信することを通じて、地方産品の
販路拡大、インバウンド促進などを目指す「地
方の魅力発信プロジェクト」を9件実施した。
加えて、例年天皇誕生日の時期に合わせて開

催される「在外公館における天皇誕生日祝賀レ
セプション」で地方の産品や催事などを紹介・
発信する場を設けている。2024年は、245の
在外公館において対面開催され、そのうち119
公館において地方の魅力発信を行った。
このほか、外務省では様々な取組を通じて日

本と海外の間の姉妹都市交流や2020年東京オ
リンピック・パラリンピック競技大会のホスト
タウン交流を始めとする日本の自治体と海外と
の間の交流を支援してきた。具体的には、在外
公館長や館員が海外の姉妹都市提携先を訪問し
て、国際交流・経済交流関係担当幹部などと意
見交換を行うことや、在外公館長の赴任前や一
時帰国の際に地方を訪問し、姉妹都市交流やホ
ストタウン交流に関する意見交換や講演を行う
ことで、地方の国際的取組を後押ししている。
また、日本の自治体と姉妹都市提携を希望して
いる海外の都市などがある場合は、都道府県及
び政令指定都市などに情報提供し、外務省ホー
ムページの「グローカル外交ネット」(3)で広報

地域の魅力海外発信支援事業で在中国日本国大使館のSNSアカウントか
ら発信した自治体のPR動画
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するなどの側面支援を行っている。
地方連携の取組を紹介する広報媒体として
は、「グローカル外交ネット」のほか、毎月1
回メールマガジン「グローカル通信」(4)を配信
し、加えて「X（旧ツイッター）」(5)による投稿
を行っている。これら広報媒体においては、外
務省の地方連携事業や地方自治体が進める姉妹
都市交流、ホストタウン交流、地方の国際的取
組などを紹介している。
また、各地の日本産酒類（日本酒、日本ワイ
ン、焼酎・泡盛など）の海外普及促進の一環と
して、各在外公館における任国要人や外交団と
の会食での日本産酒類の提供、天皇誕生日祝賀

(4)	 地方連携推進室メールマガジン「グローカル通信」 
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ms/lpc/page25_001870.html

(5)	 地方連携推進室 X（旧Twitter）：https://twitter.com/localmofa

レセプションなどの大規模な行事の際に日本酒
で乾杯するなど日本産酒類の紹介・宣伝に積極
的に取り組んでいる。その際には、2024年に
ユネスコ無形文化遺産に登録された「伝統的酒
造り」についても積極的にアピールしている。
さらに、外務省及び独立行政法人国際協力機

構（JICA）はODAにおいても地方自治体な
どと連携しており、開発途上国が経済成長に
伴って直面している、水処理、廃棄物処理、都
市交通、公害対策などの課題について、日本の
地方自治体の経験やノウハウ、各地域の中小企
業の優れた技術や製品を活用する形で開発協力
を進めている。

（4） （5）
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